
個人情報ファイル簿

No 項目名

ファイル簿No．

1 個人情報ファイルの名称

2 機関の名称

3 担当部署

4 利用目的

5 記録範囲

6 記録項目

7 収集方法

8 要配慮個人情報

9 経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関する特別の手
続等

■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２1条第７項に
該当するファイル
■有　　□無

13 条例要配慮個人情報

14 備考

10 開示請求等提出先
（名称）政策部情報管理課

（所在地）〒185-8501　東京都国分寺市泉町2-2-18

内容

固定資産税評価（償却資産）データファイル

国分寺市長

総務部　課税課

市内の固定資産（償却資産）を評価し、固定資産税の賦課に利用するため

１氏名、２住所、３電話番号、4屋号、5固定資産（償却資産）の情報、6所得税
上の取り扱いに関する情報、7減価償却費に関する確定申告書の情報、８経
理担当連絡先、9所有者コード、10個人番号

市内の固定資産（償却資産）を所有する者

本人から収集、青色申告書（税務署）、営業許可書・登録台帳（保健所）、自課
で作成、情報提供ＮＷＳ

含まない

電算処理委託会社、ASP事業者、東京都、情報提供ＮＷＳ、一般財団法人
Govtech東京

0074

-

12 個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

含まない

一部情報は総務部課税課窓口で閲覧・証明等の交付が受けられます


